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至誠館大学私費外国人留学生学習奨励費給付制度運用内規 

 

（目的） 

第１条 この内規は、至誠館大学私費外国人留学生（以下「留学生」という。）を独立行政

法人日本学生支援機構の私費外国人留学生学習奨励費給付制度に基づく、受給候補者と

して推薦するための選考方法及び受給者に対する指導措置等、制度の円滑な運用に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 

（受給資格） 

第２条 学習奨励費の受給資格を有する留学生は、学業・人物ともに優れかつ経済的理由

により修学が困難である者とする。 

（出願書類） 

第３条 学習奨励費の受給を希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければなら

ない。 

(1) 私費外国人留学生学習奨励費受給申請書（様式第１号） 

(2) その他学生委員会が必要と認める書類 

２ 前項の出願書類の時期は、別に定める。 

（候補者の選考） 

第４条 受給候補者の選考は、第２条の定めによる学業、人物及び経済状況を評価して行

うものとする。 

２ 受給候補者の選考人数は、当該期の推薦依頼数に補欠候補者若干名を加えた人数とす

る。 

（評価基準） 

第５条 人物及び経済状況の評価は、次の各号に掲げる基準により行う。 

２ 当該年度に入学した１年次学生及び編入学生（以下「新入学生」という。）の学業成績

評価における優秀者は、入学試験成績が入学者のうち上位２０％以内の者とし、順位は、

入学試験成績の高点順とする。 

３ 前年度から継続して在学している２年、３年及び４年生（以下「在学生」という。）の

学業成績評価における優秀者は、次の各号の全てを満たしている者とし、順位は、第３

号の第２に掲げる評価係数の高点順とする。 

(1) 前学年末に原級留置の措置を受けていない者（休学を理由にする場合を除く。） 

(2) 前学年及び当該学年の履修授業科目の出席率が、８０％以上の者 

(3) 既修得単位について、次の条件を満たしている者 

① 前学年までの総既修得単位数が、２年生は３０単位以上、３年生は６０単位以上、

４年生にあっては９０単位以上 

② 評価係数｛（優の単位数×３）＋（良の単位数×２）＋（可の単位数×１）｝／総

既修得単位数≧１．５ 

４ 人物の評価における適格者は、次の全てを満たしている者とする。 
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(1) 所定の期日までに授業料等を納付している者 

(2) 同居している配偶者が、国費外国人留学生でない者 

(3) 夫婦で同居する場合は、いずれか一方の者 

(4) 履修手続、在籍確認手続、資格外活動の手続等が、学生としての義務の履行に怠り

がないと認められる者 

(5) 国民健康保険関係手続、居住宿舎の家賃の支払い、転居手続等が、その他住民とし

ての義務の履行に怠りがないと認められる者 

５ 経済状況の評価における適格者は、次の全てを満たしている者とする。 

(1) 学資負担者からの仕送りが、平均月額９万円以下の者 

(2) 現に受給している奨学金等の月額の合計が、学習奨励費の給付月額未満である者 

(3) 在日している扶養者（学資負担者をいう。）の年収が、５００万円未満である者 

（受給者の推薦・決定） 

第６条 理事長は、第３条に掲げる出願書類を提出した学習奨励費の受給希望者について、

前２条各項に基づき受給候補者の選考を行い、独立行政法人日本学生支援機構に推薦す

る。 

２ 前項により推薦した受給候補者について、受給者が決定したときは、本人に通知する。 

（在籍確認） 

第７条 受給者は、在籍確認簿に本人の署名又は押印をし、在籍確認を受けなければ、学

習奨励費を受給することができない。 

２ 受給者は、前項の受給に当たり、受領代理人が受領手続きを行うための委任状その他

必要書類を提出し、学習奨励費の受領後は、受領書を提出しなければならない。 

（受給の打ち切り等） 

第８条 受給者が次の各号に該当する場合は、学習奨励費の給付を打ち切るものとする 

(1) 出願書類の記載事項（受給者決定の判断材料となる場合に限る。）に虚偽が発見さ

れた場合 

(2) 学則に基づく懲戒処分を受けた場合 

(3) 第５条各項に掲げる評価基準に照らし、受給資格を失ったと認められる場合 

２ 受給者に前項第１号に掲げる事由が生じた場合、又は同項第２号及び第３号に掲げる

事由が遡って生じた場合、その他返納が必要と認められる場合は、既に給付した学習奨

励費の全部又は一部を返納させることがある。 

（受給の辞退） 

第９条 受給者は、学習奨励費の給付を辞退することができる。 

（受給者の補欠採用） 

第１０条 理事長は、第８条第１項第３号の規定により、給付を打ち切る者が生じた場合、

又は前条により、辞退者が生じた場合は、受給者の補欠採用を独立行政法人日本学生支

援機構に申請することができる。 

２ 補欠採用候補者の選考にかかる評価基準は、第５条各項の規定を準用する。 
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（改廃） 

第１１条 この内規の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。 

 

附 則 

この内規は、令和３年４月１日から施行する。  

 

制定 平成１４年 ４月 １日（制定） 

改正 平成１９年 ４月 １日（第１回改正） 

   平成２６年 ４月 １日（第２回改正） 

平成２７年 ４月 １日（第３回改正） 

平成２７年 ６月 １日（第４回改正） 

平成３１年 ４月 １日（第５回改正） 

令和 ３年 ４月 １日（第６回改正） 
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様式第 1 号 

                              年  月  日 

 

至誠館大学長 殿 

                        現代社会学部 

                    【       】学科【    年度入学】 

                    学籍番号【           】 

                    氏  名【          印】 

 

私費外国人留学生学習奨励費受給申請書 

   私は、私費外国人留学生学習奨励費を受給したいので、下記のとおり現在の生活・

経済状況を 

添えて申請します。 

 

記 

1 生活状況について 

（１） 私は授業料等の学納金を、【    】年度【 前・後 】期分まで納付しています。 

 

（２） 私は宿舎の部屋に【㋑ 1 人で  ㋺ 下記の配偶者と   ㋩ 下記の者と】入居し

ています。【               】 

 

（３） 私が毎月支払っている家賃は【         】円です。 

 

２ 経済状況について 

（１） 学費・生活費について 

  ① 扶養者から毎月平均【        】円の仕送りを受けています。 

     扶養者の氏名【        】  続柄【   】 

    扶養者の住所【                             】 

   扶養者の年収【イ、 300 万円以下  ロ、300～500 万円  ハ、 500～1000 万円】 

 

  ② 扶養者から仕送りを受けていません 

 

（２） 昨年度から現在までの奨学金（学習奨励費を含む。） 

  ① 毎月平均【         】円受給しています。 

     受給奨学金の名称【           】【            】 

     受 給 の 期 間【           】【            】 

  ② 受給していません。 


